
  

 
 

開発事業に関する手続きの流れ 

開 発 事 業 概 要 書 提 出 

標識設置報告（概要提出より 30日以内） 

開 発 事 業 概 要 審 査 結 果 通 知 

開 発 事 業 計 画 書 提 出 
（都市計画法第 32条協議書） 

中 高 層 建 築 物 
建 築 計 画 書 提 出 

各 課 協 議 終 了 
近 隣 住 民 協 議 終 了 

標 識 記 載 写 真 報 告（朱書き） 

協 定 締 結 
（32条同意書交付） 

建 築 確 認 申 請 

確 認 済 証 交 付  

着 工 

※建築確認申請を指定確認検査機関へ提出される場合は、調査依頼書の提出が必要です。 
（P18参照。朱書き後に受付。） 

調 停 の 申 出 

標準協議期間 
100日間 

有

無

事前調査 （期間 30日間）

調 停 （期間 75日間） 

紛争調整（建築調整課） 

紛争調整申立期間 
14日間 

都市計画法第 29条第 1項許可申請 

開発審査課 

許  可 着  工 
建築物なし 

都市計画法第 37条承認申請 

承  認 

審査会審査結果通知 

開 発 事 業 審 査 会 
換算戸数 300戸以上、開発区域 5ha.以上 

「大規模開発に伴う協力要請

に関する指針」による協定締結 

都計法 29条該当 

「大規模開発に伴う協力要請

に関する指針」による協議 

条例完了検査 


